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① 市町の職員を名乗る犯人からの電話
「還付金があります。」
「取引銀行から連絡させる。」

② 銀行職員を名乗る犯人からの電話
振込手続と称して
口座番号・暗証番号 等

を聞き出す。

③ 犯人が、聞き出した口座番号・暗証番号
を使って、インターネットバンキングの利用
登録をして、被害者の口座から犯人の口座
に不正送金する。

絶対､話しちゃダメ！

「お金を振り込む｣などの名目で、口座番号等を聞
き出し、勝手にインターネットバンキング利用登
録を行って、口座内のお金を不正に別の口座に送
金する事案が発生しています！

もし、教えてしまったらすぐに警察への相談と
金融機関への連絡を！

【手口】


